
 富里市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成  年  月  日 

富里市長              

規則第  号 

富里市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

富里市国民健康保険条例施行規則（昭和３４年規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条及び第１３条第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。 

第１５条中「届出なければならない」を「届け出なければならない」に改め

る。 

第１８条中「３万円」を「１万６千円」に改める。 

第２２条中「様式第５号」を「負傷（傷病）届（様式第４号）」に改める。 

 様式第５号を次のように改め，同様式を様式第４号とする。 

  



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成２７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行日前に出産した被保険者に係る改正前の富里市国民健康保

険条例施行規則第１８条の規定による出産育児一時金の加算については，な

お従前の例による。 

３ この規則の施行日前に，改正前の富里市国民健康保険条例施行規則の規定

に基づいて調製した用紙は，この規則の施行後においても，当分の間，使用

し，又は所要の修正をして使用することができる。 


